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�
収
録
中
の
ス
タ
ジ
オ
を
訪
問
す
る
町
長

要
約
筆
記
グ
ル
ー
プ

ゆ
き
ん
こ

町
長

皆
さ
ん
、
こ
ん
ば
ん
は
。
結
成
さ
れ
て
10
年

目
、
こ
れ
ま
で
の
ご
活
躍
が
認
め
ら
れ
、
昨
年
は
県

く
す
の
き
賞
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。
皆
さ
ん
の
ご
活

躍
に
よ
り
、
だ
れ
も
が
ま
ち
づ
く
り
を
理
解
で
き
る

よ
う
努
め
て
い
た
だ
き
感
謝
し
て
い
ま
す
。

会
員

最
近
は
、
講
演
会
な
ど
の
要
約
筆
記
だ
け
で

な
く
、
町
の
広
報
ビ

デ
オ
「
ふ
る
ふ
る
！

い
な
が
わ
」
の
字
幕

付
け
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

会
員

結
成
当
時
、
要
約
筆
記
や
字
幕
付
け
は
そ
れ

ほ
ど
言
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
10
年
間
で
機
器

も
そ
ろ
い
、
周
囲
の
理
解
や
態
勢
も
変
わ
り
時
代
の

流
れ
を
感
じ
ま
す
。

町
長

障
害
を
持
っ
て
い
る
人
に
と
っ
て
、
皆
さ
ん

の
活
動
は
救
い
と
な
り
ま
す
ね
。

会
員

そ
の
人
の
立
場
に
な
り
、
い
か
に
読
み
や
す

く
す
る
か
工
夫
し
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

会
員

高
齢
者
も
対
象
に
し
た
難
聴
者
に
視
点
を
合

わ
せ
て
い
ま
す
が
、
皆
さ
ん
の
率
直
な
ご
意
見
を
い

た
だ
け
れ
ば
改
善
も
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
生
の
声
を

聞
か
せ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

町
長

話
を
聞
き
な
が
ら
同
時
に
書
く
の
は
、
大
変

難
し
い
こ
と
で
す
ね
。

会
員

そ
の
人
の
意
図
が
伝
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
要
約
で
意
味
が
逆
に
な
る
恐
れ
も
あ
り

ま
す
の
で
難
し
い
で

す
。

会
員

面
白
い
講
演

は
、
口
調
が
早
く
て
も
筆
が
進
み
ま
す
。

会
員

将
来
的
に
は
、
も
っ
と
タ
イ
ム
リ
ー
に
情
報

提
供
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
現
在
の
会
員
数

は
８
人
で
す
。
難
し
い
と
敬
遠
さ
れ
ま
す
が
、
多
く

の
入
会
を
待
っ
て
い
ま
す
。

町
長

細
か
い
配
慮
を
さ
れ
て
お
り
、
ご
苦
労
が
伺

え
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
続
け
て
く
だ
さ
い
。

活
動
の
輪
が
広
が
る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。

タ
イ
ム
リ
ー
な
情
報
を
届
け
た
い

確確 定定 申申 告告 はは 自自 分分 でで 作作 成成 しし 、、
早早 めめ にに 提提 出出 しし まま しし ょょ うう

平成14年分所得税の確定申告の相談および申告受付は、

２月17日（月）～３月17日（月）です。

確
定
申
告
が
始
ま
り
ま
す
。

申
告
と
納
税
の
期
限
は
、
所
得

税
と
贈
与
税
に
つ
い
て
は
３
月
17

日
、
個
人
事
業
者
の
消
費
税
は
３

月
31
日
ま
で
で
す
。

な
お
、
給
与
所
得
者
な
ど
の
還

付
申
告
の
場
合
は
、
２
月
17
日
以

前
で
も
提
出
で
き
ま
す
。

ま
た
、
所
得
税
の
申
告
を
し
な

く
て
も
良
い
人
で
も
、
町
・
県
民

税
の
申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
書
は
自
分
で
作
成
し

て
、
早
め
に
提
出
し
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
郵
送
で
提
出
す
れ
ば
、
確

定
申
告
会
場
で
長
時
間
お
待
ち
い

た
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

ぜ
ひ
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
が
必
要
な
人

▽
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な
ど

が
あ
る
人
、
平
成
14
年
分
の
各
種

の
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
基
礎

控
除
な
ど
の
所
得
控
除
を
差
し
引

い
て
残
額
の
あ
る
人

▽
給
与
所
得
が
あ
る
人
で
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
な
ど

①
平
成
14
年
中
の
給
与
の
収
入

金
額
が
２
０
０
０
万
円
を
超
え
る

人
②
給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受

け
て
い
る
人

③
給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外

の
所
得
金
額
の
合
計
額
が
、
20
万

円
を
超
え
る
人

確
定
申
告
を
す
れ
ば
税
金
が
戻
る

人
給
与
所
得
者
で
、
所
得
税
の
申

告
義
務
の
な
い
人
で
も
、
次
の
よ

う
な
場
合
は
、
申
告
す
れ
ば
所
得

税
が
還
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。①

年
末
調
整
で
、
配
偶
者
特
別

控
除
や
生
命
保
険
料
控
除
な
ど
の

所
得
控
除
の
申
告
を
し
な
か
っ
た

人
②
源
泉
徴
収
さ
れ
た
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
で
、
年
の
中
途
で
退
職
し
、

年
末
調
整
を
受
け
て
い
な
い
人

③
退
職
所
得
が
あ
る
人
で
、
そ

の
所
得
を
含
め
て
申
告
す
る
と
、

源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
に
つ
い

て
、
定
率
減
税
（
税
額
の
20
％
相

当
額
、
最
高
25
万
円
が
限
度
）
の

適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
人

④
源
泉
徴
収
さ
れ
た
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
で
、
医
療
費
控
除
、
住
宅
借

入
金
等
特
別
控
除
、
雑
損
控
除

（
災
害
や
盗
難
な
ど
で
資
産
に
損
害

を
受
け
た
場
合
）
な
ど
を
受
け
ら

れ
る
人

町
・
県
民
税
は
、
所
得
税
と
同

様
に
前
年
１
年
間
の
所
得
に
か
か

る
税
金
で
す
。

所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
た
人

は
町
・
県
民
税
の
申
告
の
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
確
定
申

告
を
し
な
か
っ
た
人
や
確
定
申
告

の
必
要
の
な
い
人
で
も
次
の
場
合

は
、
町
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要

で
す
。

町
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
人

▽
今
年
の
１
月
１
日
現
在
、
町

内
に
住
ん
で
い
て
平
成
14
年
中
に

給
与
所
得
以
外
の
所
得
が
あ
っ
た

人
▽
平
成
14
年
中
に
給
与
所
得
が

あ
る
人
で
、
勤
務
先
か
ら
町
へ
給

与
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い

な
い
人
や
公
的
年
金
の
受
給
者
で
、

公
的
年
金
支
払
報
告
書
が
町
へ
提

出
さ
れ
て
い
な
い
人

▽
町
外
に
住
ん
で
い
て
、
町
内

に
事
業
所
や
家
屋
敷
を
持
っ
て
い

る
人個

人
で
事
業
を
行
っ
て
い
る
人

は
、
個
人
事
業
税
の
申
告
が
必
要

で
す
。
た
だ
し
、
所
得
税
の
確
定

申
告
ま
た
は
町
・
県
民
税
の
申
告

を
し
た
場
合
は
、
個
人
事
業
税
の

申
告
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
取
扱

わ
れ
ま
す
の
で
、
重
ね
て
申
告
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
場

合
は
、
申
告
書
の
「
事
業
税
に
関

す
る
事
項
」
の
欄
に
必
要
事
項
を

記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

個
人
事
業
者
の
平
成
14
年
分
消

費
税
と
地
方
消
費
税
の
確
定
申
告

書
の
提
出
と
納
税
の
期
限
は
、
３

月
31
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。

申
告
相
談
を
希
望
さ
れ
る
人
は
、

平
成
14
年
分
の
課
税
売
上
・
課
税

仕
入
額
な
ど
を
自
分
で
計
算
の
う

え
、
伊
丹
税
務
署
へ
お
越
し
く
だ

さ
い
。

贈
与
税
の
申
告
の
相
談
お
よ
び

申
告
書
の
受
付
は
、
２
月
３
日

（
月
）
か
ら
３
月
17
日
（
月
）
ま
で

で
す
。
平
成
14
年
中
に
、
個
人
か

ら
１
１
０
万
円
を
超
え
る
財
産
の

贈
与
を
受
け
た
人
は
、
贈
与
税
の

申
告
が
必
要
で
す
。

国税庁ホームページの｢所得税の確定申告書作成コー

ナー｣で所得税の確定申告書が作成できるようになりま

した。

【利用できる人】

Ａ様式およびＢ様式を利用される人（分離課税や給与

所得者の特定支出控除を受けられる人など、申告内容に

よっては利用できない場合があります）

【注意事項】

カラープリンタを使用すること

プリンタの設定の確認（画面の指示にしたがって確認）

印刷後に正しく印刷できたか確認（ 〃　）

印刷する紙は、Ａ４サイズの普通紙（ＰＰＣ用紙・Ｏ

Ａ共用紙）を使用すること

国税庁ホームページhttp://www.nta.go.jp
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税

▼
所
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贈
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８
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伊
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３
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▼
町
・
県
民
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、
税
務
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（
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６
６
・
８
７
０
２
）

問い合わせ先

土地や建物などの譲渡および贈与税の相談会場

※各会場とも、混雑した場合は、早めに受付を終了
する場合があります。

※土・日曜日は、申告相談を行っておりません。
※正午から午後１時までは、申告相談を行っており

ません。
※各会場の駐車場には、限りがありますのでバスな

どをご利用ください。

町内の確定申告（相談）会場は、下記のとおり

です。各会場とも期間中は、大変混雑しますので、

申告書は、「確定申告の手引き」や「ホームペー

ジ」を利用し、自分で作成して、早めに提出され

るようお勧めします。

なお、申告書の提出は郵送でも受け付けており

ますので、伊丹税務署までお送りください。

また、納税は便利な振替納税を、還付は口座振

込をご利用ください。

確定申告（相談）会場のご案内

所得税の還付申告は、大阪市内の勤め先からも便利
な下記の申告会場が利用できます。

大阪方面に勤務されている皆さんへ

相談内容

平成1 4年中に不動産

（土地や建物）など

を売却された人

ところ

中央公民館

（生涯学習

センター）

と　き

２月12日・13日
10：00～15：00

・キタコーナ
(曾根崎地下広場)
・ミナミ会場
(大阪市精華学習ルーム)

・近畿税理士会館

・宝塚会場

（アピアホール）

２月３日
～同28日

と こ ろ

10：00～
16：00

（土･日・祝
日を除く）

２月３日
～同14日

と 　 き

相　談　内　容
事業所得者や不動産所
得者の申告相談など

給与所得者や年金所得
者の申告相談など

税理士による小規模事
業者や不動産所得者の
申告相談など

と こ ろ
伊丹税務署

日生中央
サピエ２階
川西市役所
７階
日生公民館

（日生連絡所）
川西市商工
会館 １階

と　　き
2月17日～3月17日
９：00～17：00
2月24日～同28日
10：00～15：00
2月17日～3月12日
9：00～15：00
2月24日～同28日
10：00～15：00
2月17日～3月12日
10：00～15：00

確定申告会場

平
成
５
年
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
と
し
て

結
成
、
聴
覚
に
障
害
を
持
つ
人
や
高
齢
者
を
対
象

と
し
た
情
報
提
供
に
、
貢
献
さ
れ
て
い
ま
す
。


